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この便覧には便宜上左横番きにして登城し，末尾に法規の原文は縦書きであるが， この便覧には便宜上左横啓きにして登職し， う
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革沿

革沿目 次

勅令第445号をもって，司法研修所の前身ともいうべき「司法研

究所」が司法省の中に設置され．判検塀の研究及び司法官試補の

修習に関する事項を所管することとなる （戦時中は事実上その機

能を停止した｡)。

勅令第269号をもって司法研究所を廃し，新たに司法省に「司法

研修所」が設置され，従来司法研究所の所管した事項を承継する

とともに．裁判所諜記その他司法部内職風の研修に関する事項を

も所管することとなる。

新憲法の施行に伴い，裁判所法第14条により，裁判官その他の裁

判所職貝の研修と司法修習生の修習に関する事項を所腎するため，

現在の司法研修所が設高裁判所に設祇された。

初代所長前沢忠成就任

港区芝商輪南町旧毛利侯邸を仮庁舎として，第1期司法修習生の

一部につき修習を開始

千代田区紀尾井町3番地元行政裁判所跡に一部竣工した庁舎に移

転

本庁舎の落成式を挙行

文京区指ケ谷町77番地（現在の文京区1割山二丁目36W10号）に司

法研修所小石川分室（寄宿寮）の一部たる本部及び｢|'寮の1棟か

竣成，第1期司法修習生は仮寄宿寮（滝野川旧陸砿第一造兵廠建

物）からこれに移転

第1期司法偲習生（昭和22年度採用）の修習終了

司法研修所小石川分室全棟完成

第2期司法修習生（昭和23年度採用）の修習終了

特別講堂などを増築

第3期司法修習生（昭和24年度採用）の修習終了

第4期司法修習生（昭和25年度採用）の修習終了

所長前沢忠成転出

2代所長松田二郎就任

創立5周年記念式を挙行

第5期司法修習生（昭和26年度採用）の修習終了

第6期司法修習生（昭和27年度採用）の修習終了

昭和14年 7月6日
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昭和25年 3月20日

3月31日

昭和26年 3月15日
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昭和27年 3月31日

5月30日

6月2日

12月1日
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昭和29年 4月8日
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7月1日

4月7n

41月5日

.1 11 1 1j

4月.1日

12月1日

4月3日

9月241」

9月24日

4月6日

10月27日

4月7R

4月13日

4月9日

9月24日

10月16R

12月IH

3月30日

4月8日

3月201]

4月9日

10月19日

11月7日

4月8H

4月7日

3月30H

4月6日

7月2()日

12月IR

4月4日

4月7日

4月7日

9月25日

10月5日

司法修習生指導要綱を制定

第7期司法修習生（昭和28年度採用〉の修習終了

蕊8期司法峰習生（昭和29年度採用）の修習終了

第5識堂などを蛎築

第9期司法修習生（昭和30年l変採用）の修習終了

6ﾘ立10周年記念式を挙行

第10期司法修習生（昭和31年庇採用）の修習終了

所長松[H二郎転出

3代所長安倍恕就任

"11期司法修習生（昭和32年度採用〉の修習終了

図群室などを蛸築

"12期司法修習生（昭和33年鹿採用）の修料終了

第13期司法修習生（昭和34年度採用）の修習終了

"14期司法修習生（昭和35年度採用）の修習終r

所長安倍恕退任

4代所長相島一之就任

創立15周年記念式を挙行

第4講堂などの増改築及び中講堂を第6， 第7講堂に噸改築

第15期司法修習生（昭和36年度採用）の修習終了

第2、第3訓堂を第1・第2・第3溝堂に端改築

第16期司法修習生（昭和37年度採用｝の修習終了

所長相島一之転出

5代所長鈴木忠一就任

第17期司法{l多習生（昭和38年度採用）の修習終了

第18期司法催習生（昭和39年度採用）の修習終了

松戸市新作1035番地に司法研修所松戸分室（合宿舎）完成
第19期司法修習生（昭和‘10年度採用）の修習終了

合宿舎を松戸分室に移転して， ′l､石川分室を廃す‘

創立20周年記念式を挙行

第20期司法催習生（昭和41年皮採用）の修習終了

"21期司法催習生（昭和l12年鹿採用）の修習終了

第22期司法修習生（昭和43年度採用）の修習終了

所長鈴木忠一退任

6代所長守田面就任

文京区揚島四丁目6番6号． （旧裁判所桝記官研修所跡）

竣工

第23期司法修習生（昭和414年度採用）の修習終1′

文京区湯島四丁目6稀6号の新庁舎に移転

新庁舎の落成式を挙行

第23期司法修習生(昭和44年7月採用)の修習終了

第24期司法修習生（昭和45年度採用）の修習終了

第25期司法修習生（昭和46年度採用）の修習終了

第26期司法修習生（昭和47年度採用）の修習終了

所長守田直退任

7代所長大塚正夫就任

第27期司法修習生（昭和48年度採用）の修習終了

第28期司法修習生（昭和49年度採用）の修習終了

第29期司法修習生（昭和50年度採用）の修習終了

第30期司法修習生（昭和51年度採用）の修習終]・

股碕裁判所･司法研修所共済組合診療所開設

所長大塚正夫転出

8代所長安岡滿彦就任

"31期司法修習生（昭和52年度採用）の修習終j-

第32期司法修習生（昭和53年度採用）の修習終了

第33期司法修習生（昭和54年度採用）の修習終~I-

所長安岡滿彦転出

9代所長田富重男就任

第34期司法修習生（昭和55年度採用）の修習終了

第35期司法修習生（昭和56年度採用｝の修習終了

所長田富頭男退任

10代所長沖野威就任

新館（裁判官研究室） を墹築

第36期司法俺習生（昭和57年度採用）の修習終了

第37期司法修習生（昭和58年度採艸l)の修習終了

所長沖野威転出

ll代所長柳瀬隆次就任

第38期司法修習生（昭和59年度採用）の修駕終了

第39期司法修習生（昭和60年度採用）の催習終~l.

に新庁舎昭和46年 3月20日

昭和30年

昭和31年

昭1132年

4月5日

Gl月8日

6月1日

7月1日

4月10日

4月9日

4月11日

9月20日

9月20日

4月10日

4月8日

4月7H

4月6日

11月21日

3月1日

3月1日

4月8日

4月7日

4月6日

10月19日

10月19日

4月12H

j1月6日

4月11日

4月11日

3月15日

4月4日

4月4日

10月24R

10月24日

4月3日

41月2日

昭fU33年 昭和47年

昭和48年

昭和49年鐘
昭和34年 ～〆

昭和35年

昭ｲⅡ36年

昭和37年

昭和5(1年

昭和51年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和38年

昭和39年 昭和55年

昭和56年

昭和40年

昭和41年

昭和42年

昭和57年

昭和58年

亀 一

昭和59年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和60年

昭和61年

昭和62年
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昭和63年 4月4日

11月18日

ll月18n

』1月3日

4月3日

4月2日

6月4日

6月4日

4月1日

4月1日

3月3日

3月3日

3月15日

4月1日

4月4日

6月3日

4月3日

3月25日

4月1日

1月13日

1月13日

4月1日

12月22日

4月1fl

3月25日

4月］日

4月1日

4月1日

.l月3日

10月6日

2月21日

2月21日

10月5日

1月31日

"4(I期司法修習生（昭和61年度採用）の修習終了

所長柳瀬I職次転出

12代所長小野幹雄就任

第41期司法修習生（昭和62年度採用）の修習終了

蕊42期司法修習生（昭和63年度採用）の修習終了

第43期司法修習生（平成元年度採月l)の修習終了

所長小野紳雄転出

13代所長山口繁就任

第44期司法修習生（平成2年度採用）の修習終了

第45期司法修習生（平成3年度採用）の修習終了

所長山口繁転出

1‘1代所長櫻井文夫就任

埼玉県和光市南二丁目3稀8号に新庁舎竣工

第46期司法修習生（平成4年度採用）の修習終了

埼玉県和光市南二丁目3瀞8号の新庁舎に移転

新庁舎の落成式を挙行

第47期司法修習生（平成5年度採用）の修習終了

司法修習生指導要綱を改正

第48期司法修習生（平成6年度採用）の修習終了

所長櫻井文夫転出

15代所長岡田良雄就任

第49期司法修習生（平成7年腱採用）の修習終了

創立50周年記念式を挙行

第50期司法修習生（平成8年度採用）の修習終了

司法修習生指導要綱を改正

所長岡田良雄転出

16代所長島田仁郎就任

第51期司法修習生（平成9年度採用）の修習讓了

第52期司法修習生（平成10年度採用）の修習終了

第53期司法修習生（平成11年度採IM)の修習終了

所長島田仁郎転出

17代所長涌井紀夫就任

第54期司法修習生（平成12年度採用）の修習終了

合宿舎（いずみ寮B棟）を期築

9月1811

9月18R

10月4日

10月3日

10月1日

2月15日

所長揃井紀夫転出

18代所長金築識志就任

第55期司法修習生（平成13年度採用）

第56期司法修習生（平成14年度採用）

第57期司法修習生(平成15年度採用）

の修習終了

の修習終了

の修習終了

平成元年

平成2年

平成3年

年
年
年

５
６
７

１
１
１

成
成
成

平
平
平 西館を墹築

平成4年

平成5年

平成6年

‘
今一〃も

幸

平成7年

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

‘
､一ず

平成12年

平成13年

平成14年
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機 構

1 司法研修所は，裁判官及び司法修習生の人格識見の向上、 司法に関する理論と実務
の研究又は修得を指導するために，最高裁判所に設置された機関である （｢司法研修
所規程第1条」p.18)｡

司法研修所の研修の組織は，裁判官の研修を扱う第一部と司法修習生の修習を扱う
第二部に分けられる。

司法研修所の職員は，裁判官の研修及び司法修習生の修習の指導を直接担当する司

法研修所敦官と， 司法研修所の事務を処理する率務局の職員とに大別される。 、
司法修習生を担当する教官（第二部教官）は、 司法修習生の基本的な修習科目であ
る民事裁判，刑事裁判，検察，民事弁護及び刑事弁識の5科目のいずれかを専任して
おり， その担当する科目について実務の経験の深い裁判官，検察官，弁護士がこれに
充てられる。

事務局は， 司法研修所事務局分課規程(p. 19)に基づいて司法研修所の事務全般を
分掌している。

2 司法修習生の修習に関する事務は次のように運営される。

司法修習生の修習指導に関する必要な事項は司法研修所長が定めるが， そのうち修
習の企画その他の重要な事項を定めるには、所長を議長とする第二部の教官会識の談
を経る． その実施についての具体的な細目は，各科目の教官がそれぞれ協議の上定め
る。

施
塾
奴

1 概 要

司法研修所は，昭和46年4月東京都文京区湯島四丁目6番6号の旧裁判所薔記官研

修所跡に庁舎を建設， ここで約23年の歳月を経たが，司法試験制度改革に伴う司法修

習生のjW加に対応するため、埼玉県和光市南二丁目3番8号（キャンプ靭職跡地の留

保地の一部）に新庁舎を建設し、平成6年4月4日現庁舎に移転した。

現庁舎は、平成4年11月起工．平成6年3月15日に建物が完成（いずみ寮B棟、西

館墹築棟をその後埆築） したもので．敷地約65,000平方メートルの構内には、本庁舎

5棟，合宿舎3棟，体育館1棟の計9棟（延べ床面穣約60.100平方メートル〉で椛成

されているほか． グラウンド，テニスコートの屋外運動施設も整備されている。

敷地周辺は，緑盟かな和光樹林公風大泉中央公園に囲まれ、研俸．研究のために

は，極めて恵まれた環境である。

、

2本庁舎

本庁舎は，本館（事務棟)．西館（司法修習棟)，大講堂，東館（裁判官研究棟)，図

書館棟から成り，施設規模は次のとお!)である．

－6－ －7－



紬 T叱
甜随

姉 設

鱗 造

本 館鉄筋コンクリート造5贈建

西 館鉄筋コンクリー|･造4階建

大諦堂鉄筋コンクリート造3階建

東 館鉄筋コンクリート造3階樫

図書館棟鉄筋コンクリート造地下･1階地上3階漣

本館には．所長室．教官室，事務局職貝の事務室のほか，模擬法廷教室． RT教室
がある。西館には．階段教室20,中教室20, 多同的室、中溝堂等がある。束館には，

鱸辮亀鱗息憲Iこ購聴蝋綴鑿篭葉蕊箪駕鱒
がある。

4図書室

(1)概 況

司法研修所図神室は．旧司法省司法研修所から承継し

た蔵諜約2.00()冊を雌に発足した。

以来，鋭意図沸焚料の収集に努めてきたところ．職譜

も増加し，利朋者も漸蛎したので、昭和34年紀尾井町庁

舎図審室が増築され．昭和46年湯島庁舎においても，図

書室の拡大，充実が図られてきた．

現庁舎の図書室は，図瞥館棟の3階つロアーを占め、

非庫，閲覧室．堺務室等がある。

霄庫は開架式であり．閲聴室には約200人分の閲覧席を

備えている。

(2)蔵 諜

法律学及びその周辺科学の理論と実務に関する専門黙

法学教育及び法曹教育についての図誇資料を備えており．

平成16年7月1日現在の蔵譜は71,690冊（和詳64,423冊，

洋書7‘267冊)である。分類別図書数は右表のとおりであ

り． その他，蝦高裁判所、法務省等の官庁資料．内外の

法律専門雑誌を収めている。

洋書は大部分が法律関係の図諜であり， このうち．独

法関係は司法研究所当時の蔵嘗を承継したもの､故■■
■■氏の寄胸図縛などを基本としている。そのほか.司
法法規娠，一般的教科害，注釈嘗等を収集してあり、一

応の調査に覗を欠かない。また．英米法関係は特に米法

関係図群の充爽に．努め． Hombook Series、Amel-ican

Casebook Sel･iesなどの基本的図書を中心にSUpremG

CourtReporter.U.S・CodeAnnotatedなどの判例集．

法令集を加え．体系的な収災ができている。平成6年に

は､故■■■氏の寄蝋にかかる英米法関係等の図郷を

収め■文脈のｺｰﾅｰを設けた｡仏法関係は､共米
法，独法に比べるとまだ不十分である。その他，中国法，

韓国法， イスラエル法関係の図齊も若干備えている。

(和 ・ 書）

分顛別図霧数

0総 記 2,105

1街 学 1 ()79l()79

2朧 史

3社会科学

826

S549

一

32法 倖 47917

l自然科学 283

3合宿舎
5工学技術’ 93

合宿舎は‘ いずみ寮（司法修習生宿泊棟〉 ・ ひかI)寮（裁判官宿泊棟）から成り．
いずみ寮は，鉄筋コンクリート造7階建， ひかり簾は鉄筋コンクリート造3階趣で
ある‘

修習生居室の広さは約18平方メートル（ベランダを含む｡）で，机，椅子．本棚，電
気スタンド，ベ･ソド、ユニ･ソI､バス（トイレ付)．エアコン，冷蔵庫，通話機、下足入
れ．洋服入れ、物入れが股備されている居室数はAlili471室〈うち身体障害者用居室
3室). B棟157室の合計628室である。

A棟各階の主要室は、次のとおりである。

1階事務室ロビー談話室（和室） 自販機コーナー給湯室塵芥室コ
ピー室ランドリー室居室39室（うち身体障害者用居室3室） 売店

2階居室72塁セミナールーム談話室（和室） ランドリー室給湯室
3， 5～7階は、 2階と同じ くただし．談話室は洋室， 6階のみ和壷）

4階居室72室資料室談話室（洋室） ラシドリー室給湯室
B棟各階の主要室は．次のとおりである” 0
1階砺務室ロビー談話室（和室〉 自販磯コーナーコピー室給湯室居
室13室ランドリー室

2階居室24室セミナールームランドリー室給湯室
5階及び7階は． 2階と同じ

3階居室24室談話室（洋室） ランドリー室給湯室
4階居室24室賓料室ランドリー室給湯室

ウ階居室24室談話室（和室〉 ランドリー室給湯室
食事は，図僻館棟2階の食堂を利用できる。

6雌 業’ 158

7芸 術’ 545

8語 学 635

9文 学’ 2.233

計 ｜“'123
(平成16.7.1現在）

(洋 書）

一

(平成16.7.1現在）

･－．8－－－
一切一

分類別

A英米法

G独 法’ 2093
F仏 法’ 238
その他

計

図譜数

4.813

123

7,267
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雑誌は，国内大学法学部の機関誌その他の法律雑誌を備えている。外隊Iの雑誌は．
JournalofLegalEducation， DeutscheRichterzeitungのほか、米国の著名な大学
のローレビューなどが受け入れられている．

5 運動施設

蝋地内に屋外運動施設として， グラウa／ド(ソフトボール2面．サ･》･カー液用),テ
ニスコー}、 4面がある。 、

体育館は，鉄筋コンクリート造〈一部鉄骨造） 2階趣で， アリーナ（バレーボール

コート2面の広さ)・アスレティックルームのほ力．,廼衣室及びシャワーー室があり，器、
具肺には，各種運動器具が備え付けられている，

の修習は． この理想ができるかぎり実現ずる<こうに行わなければならない。

第1に留意すべきことは、司法修習生の修習は，裁判官．検察官又は弁礎士すな

わち法律実務家となるべき者の修習であることである．法律実務家は．いずれも

「生きた事件｜ を取I)扱うものであるが． 「生きた躯件」は一見術単に見えるもの

でも複雑な社会関係から生じたものであって．決して簡単ではない． 「生きた事

件」の事実関係をいかに把握し，いかに判断するかということが．法律実務家の仕

リfの中核を形成するのであI)､ これに関する修習こそ司法修習生の修習の中心をな

すものである。 この点において、 司法修習生の修習は単なる法律理論の探究とは趣

を異にする。 しかし，法律実務家の仕事は，本来学問的理論的要紫を多分に含むも

のであって， この面の研究を軽視す｡-くきでないことも当然であり、実務に即した学

問．実務に即した理論の修得に努めるべきである，

第2に，司法修習生の修習は、法律専門家となるための修業である。いずれの職

業分野であっても． 専門の道の修業は決してはたから見るような容易なものでは意

い。法律実務家たるための修業も同様である．いずれの専門も技術的な而を多分に

伴うものであるが．法律実務家たるためにも多く釣技術の修練を必要とする、司法

修濁生は、 この技術的な而を怪視してはならな↓坪要は．技術を亜んじつつ， その

技術の奉仕すべき目的を見失わないことである．

第3に留意すべきことは． 司法研修所が．単に我判官だけの養成機関でもなく ，

同様に検察官あるいは弁護士だけの養成機関でもなく、広く法律実務家を養成する

ための機関であるということである。司法修習生は．将来の志望のいかんにかかわ

らず，裁判，検察及び弁護の3部門について，厳心担懐．偏らない修習をするよう

心掛けなければならない。そうすることによ＝』て司法修習生は．将来， そのうちい

ずれの道をとるにせよ，法曹全体に対する理解を深め． 「法暫は一つである」ことを

体得するに至るのである。

(2) 司法修習生は、 司法研修所で3箇月間のいわゆる前期修習を行い． 前期修習終]．

後には． あらかじめ司法研修所長の定めた実務修習地において裁判所6箇月間，検

察庁3箇月間及び弁護士会3箇月間の実務修習を行い、 これが終わると再び司法研

修所に戻って， 3箇月間のいわゆる後期條習を行うことになる．司法修習生の修習

指導の方針については「司法修習生指導要綱_I (p､31)が定められていて． これに

のっとった指鄭が行われている。

ア司法研修所での前期修習においては． 司法條習生は、約75人を1組として編成

され．民事裁判，刑事裁判，検察，民事弁醗及び刑事弁護の各教官】人ずつ計5

人の教官が各組の担当教官となって修習指導に当たる。

この前期修習は， まず，裁判，検察及び弁護制度の機構とその手続の概略を実

ー

修習等

旧態法の下においては．判事と検事の養成を目的とする司法官試補の制度と， それと

は別に弁護士養成のための弁難士試補の制度があり、 いずれも修習期間は1年6月間と
されていたが，新憲法の下において，法聯一体の愛諭にこたえて，戒判官，検察官又は
弁護士のいずれを志望するにせよ、 司法研修所がその事務を主管する司法修習生として，

統一して修習することとなった。なお．修習期間は． 「少なくとも2年間」 とされてい
たが，平成11年度採用の司法修習生から「少なくとも1年6月間j とされることとなっ
た（裁判所法第6MIJIm

以下， 司法修習生の採用から修習を終えるまでの過程の概略を説明し， それによって
修習制度の実際を紹介することとする。

1 採 用

昭和24年5月、従来行われていた高等試験司法科試験が廃止され、 司法試験がこれ0
に代わって実施されるようになった。司法修習生は． この試験に合格した者のうちか
ら般高裁判所が命ずる （裁判所法第66条） ．司法試験の合格年度のいかんを問わない

し， また・旧高等試験司法科試験に合格した濁にも同様に採用される費格かある。

2 修 習

－F

(1) 司法修習生に関する規則(p.21)によれば．司法修習生の修習目的は， 「高い識
見と円満な常識を禿い、法律に関する理論と実務を身につけ，裁判官．検察官又は

弁護士にふさわしい品位と能力を備える』ことにある。司法修習生の1年6筒月間

－1(1－
－11－
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務の面から説明し， その各々の使命を明らかにすることから出発する。そこでは、
大学で学んだ法律学と司法研峰所で行う実務に即した修習との関係，殊に、法律
実務は，既に確定された事実に対して法律を適用していくものではなく， まず生
きた事実をいかに把握し， いかに判断し，確定するかが璽要であることが強調さ
れる，修習は，講義，問題研究のほか．現実の事件記録を修正し編集したもの

（悠習記録と呼んでいる。 ） を用いて行う法律文普作成（訂鍬，起訴状，判決書
などの起案） とその講評，討論とを中心とし， 司法修習生が主体となって積極的
に取り組む参加型カリキュラムが用意されている． また．視聴覚教育機器を活用

－，訴訟手続，捜交手続などに関するビデオ教材によ!)、実務の実際の的確な理‘
解や事実認定能力の向上に役立てている。

そのほか．社会の多様な法的ニーズに関する基本的な傭報を提供するカリキュ

ラム（選択制） とじて，法律実務家に必要な専門的な法分野や周辺諸科学（法医
学，精神医学，供述心理，繩記・会計･なと．）に関する専I"1の実務家、研究者の講
義，外国法の講義などがある｡ また，法曹の責Iモと役割，法輔倫理についての力
・ノキニ.ラムも行われる上

一般教養科目として人文・社会・自然科学に関する一般講減等が行われる。 も
っとも、時間の関係上これらは十分とはいい得ないか、司法研峰所の期待すると

ころは， これらが契機とな・って司法修習生が法律以外の分野にも関心と興味を持
ち、 自己研さんに努めることである。

イ実務修習庁会における修習の順序は，各地の指導連絡委員会が決定するので

｛ 「司法修習生指導要綱'第1章第6） 。修習地ごとに区々となっているか，修
習はすべて『生きた事件」について行われる。

栽判所における6箇月間は民蛎．刑蕊の各3箇月間に分かれ，配属された部の
我判官の指導の下に，弁論，相解，公判なと．を傍聴し，裁判長の訴訟指揮や証拠
凋べなと'を実地に見聞することによ!) ，裁判所の訴訟運営と心証形成の過程を知
り，判決書の起案についても指導を受ける‐この間家庭裁判所の実務についても1
修習か行われる。

検察庁においては，指導係検躯の指導と監督の下に，被疑者，参考人の取調べ

などの捜査修習を通して事件処理を体得し,起訴状あるいは不起訴裁定番の起案
の指導を受けるほか，公判の立会いに同席して訴追官の側から見た刑事訴訟手続
を修習する。

弁護士会においては，個々の法律事務所に配属され，担当弁砿士の指導により，
依頼者から具体的噸梢を聴取して訴状，答弁書、準備替面などの起案をし，弁論
あるいは公判に同席して証人尋問や弁論の要領を見聞するほか．交渉，契約締結

などの訴訟外活動や捜恋段階の弁護活動など弁謹士としての実携を修習する。 ま

た．司法修習生全員を躯めて．租税，特許．執行，破産等の特別法の講義，法曹

倫理の講波，合同起案，模擬裁判なと・も行っている，

実務修習では，以上のような裁判，検察，弁護の実務の修得のみならず、先號

の法曹と行動をともにし， その職務に取り組む姿に直接触れることを通して，法

灘としての心鱗え．背任，雛卿倫理も体得する。

さらに，各実務修習庁会では社会修習を実施している。社会修習とは，公共又

は民間の施設等においてその活動を見学．体験するなどの方法により．法が対象

としている社会の実相に触れる機会を付与し，公共輔神， 奉仕輔神をかん養する

ことを目的とする修習であり，具体的には，社会福祉関連施設における介護補助

の体験や，少年聯件関連施設における処遇体験等参加型，体験型の修習が行わ

れている．

司法修習生は，実務修習の結果を整理して指導官・指導弁遡士に鞭告するため．

実務修習結果簿を作成する．

ウ各実務修習庁会における1年間の実務修習を終え，再び司法研修所に戻るのは

6月下旬ないし7月上旬である。そしてその後3箇月間， 司法研修所において後

期修習が行われる。前期修習は実務修習のための導入教育としての意味があるの

に対して．後期修習は司法修習の総仕上げの性質をもつため，各科目とも前期よ

り高度な内容である。 また．後期においても，通常の講義などのほか，民事交互

尋問，刑事模擬裁判などの司法修習生の参加型カリキュラムが用意される、 さら

に，前期の修習と同様に， 多搬な法的ニーズに関するカリキュラムや法曹の責任

と役割・法曹倫理に関するカリキュラム．一般識演が実施きれる。

このようにして1年6箇月間の修習を終え、後述する考試に合格した司法修習

生は，各自の志望する法曹の各分野へ巣立っていく。 ちなみに， 平成16年秋まで

の司法研修所出身者の総数は28.095人（うち．女性3,479人）に達している。

司法研修所と実務修習庁会とは常に緊密な連絡が保たれているが、悠習指導の

連携及び調整を図るため、毎年司法研修所教官と実務修習庁会の指導担当者との

修習指導に関する意見交換のための連絡協議会を行っている。

身分等

）

｝

3

司法修習生は公務員ではないが，給与，規徹その他の身分関係については公務員に

準じた取扱いを受ける。すなわち， 司法修習生は修習のため通常必要な期間国庫から

一定額(平成16年11月1日現在月額202.900円)の給与を受ける（裁判所法第67条2項）

ほか「一般職の国家公務員の例による給与」として，扶養手当，調整手当，住居手当．

－12－
－13－



俳 辨 零 峠 習 等

通勤手当、期末手当・勤勉手当， 寒冷地手当の支給を受けモ‘。 また国家公務員共済組
合法の適用を受け、毎月一定額の掛金を負担し、療養背，出産鷲その他所定の各給付
を受ける資格を取得することとなる。

司法修習生は．修習の全期間を通じて司法研修所長の監僻に服するとともに．実務
修習期間中はその配属地の商等裁判所任官，地方裁判所長，検泰長，検事正又は弁護
士会長の監督をも受ける． また．司法修習生は．修習に専念すべき義務を負い．溌高
裁判所の許可なくして、公務員となI), 又は他の職業に就き，あるいは財産上の利益
を目的とする業務を行うことができないし．俺習に当たって知り得た秘密を漏らして

はならない義務を負うなど・ 公務員と同様の規律を受ける”そして．一定の覗由に識
当するときは．最高裁判所はその司注修習生を罷免することができる。

(日程の一例）

←

－F

4考 試

司法修習生は，少なくとも1年6箇月間ｲ晦習をし．雌商裁判所に識かれる司法修習

生考試委員会の行う試験（考試）に合格して初めて司法修習生の修習を終え，判事補，
検事、弁誕士となる資格を取得する。この考試では．裁判、検察，弁謹の実務につい

ての筆記と口述及び一般教義についての舗記の各試験が行われ，合否は、考試の結果
と司法研修所及び実務修習庁会における修習成績とによって、 司法修習生考試委員会
が決定する。

1

ご一
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平成16年度採用（第58期）司法修習生の司法研修所における前期修習日程抜粋
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3限目終了後一
課外講座

25 火 民事裁判起案3 （即日）

26 水 民蛎弁護起案3講評
民覗共通特別識義2

「
3限I訓終了後一
課外購座

27 木 検察事例研究1 民張弁謹起案4 （即H)

28 金 民覗共通選択制講座A2 民事弁護特別講義
民率共通選択制識座BI

刑事共通特別瀧義Bl

５
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瓠
月 刑事畠弁謹減習3講評 全科共通講演

1
1
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全科共通討論

６
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１
火 刑事弁護起案2 （即日〉

2 水 刑率裁判起案3講評2 刑事共通特別講義Al 刑事弁護起案2討論

3 木 検察起案3 （即日）

4 金 民事弁睡起案4講評 検察起案3討論



催 習 薪 裁判所法披粋

関係法規通達等

】 裁判所法抜粋|溌黙倉月16日公布,同年5月3日施行｜
改正平成10法律第50号，平成16法律第8号

第14条（司法研修所）裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取

り扱わせるため，最高裁判所に司法研修所を満〈。

第55条（司法研修所教官）最高裁判所に司法研修所教官をir〈。

-.・ 司法研修所教官は，上司の指揮を受けて， 司法研修所における裁判官の研究及び修

菱並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。

魂56条（司法研修所長）最高裁判所に司法研修所長を満き， 司法研悠所教官の中から，

蝦高裁判所が、 これを補する。

・ 司法研修所長は，最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を蛾理し、 司

法研修所の職員を指揮監督する’

第66条（採用）司法修習生は， 司法試験に合格した者の中から‘最高裁判所がこれを命

ずる°

前項の試験に関する事項は，別に法律でこれを定める。

第67条（修習・試験）司法修習生は，少なくとも1年6月間修習をした後試験に合格し

たときは， 司法修習生の修習を終える。

司法修習生は， その修習期間中，国瞳から一定額の給与を受ける。ただし、修習の

ため通常必要な期間として股高裁判所が定める期間を超える部分については、 この限

りでない。

蕊1項の修習及び試験に関する事項は，股高裁判所がこれを定める。

第68条（罷免）最高裁判所は．司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるとき

その他司法修習生について最高裁判所の定める堺由があると認めるときは、 その司法

一 修習生を罷免することができる。

第75条（評議の秘密）合議体でする裁判の評議は， これを公行しない。但し， 司法修習

生の傍聴を許すことができる。

評議は，裁判長が． これを開き、且つこれを祭理するその評議の経過並びに.各裁

判官の意見及びその多少の数については， この法律に特別の定が左い限り，秘密を守

らなければならない。

順文は礎齊き｝

－16－
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刑事共通特別灘義B3

15 火 民蛎共通演習1 検察窮例研究2

16 水 民躯共通掴習2 民事共通演習2講評 刑事弁謹起案2諦評

17 木 民事裁判起案4 （即日） 検察灘義5

18 金 刑事裁判問題研究3

ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
民事共通選択制講座B5



司法研催所規程
司法研悠所率務局分課蝿穏

2 司法研修所規則|撫彌綴脇獺｜
改正昭和23最i笥我判所規則第25号，昭和24第15号，

昭和25第13号、昭和26第2号，昭和27第9号，

昭和40第14号、昭和47第4号．昭和56第1号

第1条司法研修所に蝦高裁判所が定める員数の職員を満〈。

第2条般尚栽判所は、必要があると認めるときは． 裁判官．検察官．弁護士又は学識
経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

第3条司法研修所の庶務を掌らせるため， 司法研修所に躯務局を置く。

司法研修所に事務局長及び事務局次長を識き，裁判所泰務官の中から．鰻高裁判所
が綱する。

司法研修所張務局長は． 司法研修所長の命を受けて，事務局の事務を掌理し，事務
局の職員を指揮監督する“

司法研修所事務局次長は、事務局長を助け， 霧務局の泰務を整理する。

司法研修所事務局にその事務を分掌させるため．課を置き，各課に課長を蒲〈．
課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、 その課の事務を鱗理する。
第4条媛高裁判所は．必要があると認めるときは， 司法研修所の支部を設ける。

（原文は雄然きI

②前条第3号の研修は，講揃又は資料の配布その他の方法によりこれを行う。

第4条第2条第2号及び第一部の研修については．研修の期間，場所及び研修に参加

する者その他の寵要な事項は，最高裁判所がこれを定める。

②前項に定めるものを除いて，研修に関し必要な事項は，司法研修所長が， これを定

める｡ただし， 第二部の研修の企画その他の重要な事項を定めるには、教官会議の談

を経なければならない。

③教官会議は．第二部の研修を担当する司法研修所教官でこれを組織し，司法研修所

長が， その議長となる。

&④司法研修所長は． 司法研修所規則第2条の規定により嘱託を受けた肴を教官会議に
参加させることができる。

第5条司法研修所長は，研修を終えた省に研修の結果を報告させることができる。

②司法研修所長は，第一部の研修を終えた者の氏名及び研修の結果を妓高裁判所長官

に報告する。

第6条司法研修所長は．研修の目的を達するために必要な調査又は研究を適当な者に

委嘱することができる。

②司法研修所長は，前項の規定によ})委嘱した調査又は研究の結果を最商裁判所長官

に報告する。

第7条司法研修所長は，毎年3月末までに，翌年度の研修計画の大綱を定め， これを

最高裁判所長官に申し出なければなら灘い、

第8条この規程に定めるものの外， 司法研修所に関し必要な那項は､ 司法研修所長が
これを定める。

〈原文は嬢桝き＄

ヨ 司法研修所規程|鶏鐡耀灘縛！
改正昭和24蝦高裁判所規程第13号，昭和25第6号．

昭和26第3号、昭和29第4号，昭*I132第3号，

昭和40第3号，昭和57第3号，平成16第4号

第1条司法研修所は、裁判官及び司法修習生の人格識見の向上並びに司法に関する理
論及び実務の研究又は修得を指導する。

第2条司法研修所の研修は，左の各号によりこれを行う．
l 合同研修

2 燗別研究

3 その他の研修

第3条前条第1号の研修の組織を次の2部に分ける。
第一部裁判官の研修

第二部司法修習生の修習

昭和24年7月1日施行I
4 司法研修所事務局分課規程1溌高裁判所規程第14号，

改正昭和59最高裁判所規程第3号，平成3第3号，

平成6第2号、平成16"]号

第1条司法研修所事務局に次の課を樅く。

総務課

経理課

企画課

資料諜

第2条総務課においては、次の事務をつかさどる。

1 会議及び協議会に関する事項

－18－
－19－



同l法研侭所りら務局分課規綜 司法帳習生に関する規則

2機密に関する率項

3 公印の保笹に関する塀項

4 文書の接受及び発送並びに公文響類の總集及び保管に関する率項

5 研催員及び司法修習生の合宿舎の運営に関する事項

6他の課に属しない事項

第3条経理課においては，次の邪務をつかさどる。

l 前渡資金に関する聯項

2 予算及び決算に関する事項

3物品の整備， 出納及び保管に関する事項

4 自動車の運行に関する事項

5 庁舎等の施設の管理及び安全保持に関する説噸

第4条企画課においては，次の事務をつかさどる。

l 研修及び修習の企画立案に関する事項

2 研修及び修習の日程の編成に関する事項

3 研修員及び司法修習生の招柴に関する蕪項

4 研修及び修習の日程の実施に関する事項

5 研修及び修習の制度及び実態の調査に関する事項

6研修及び修習の結果の報告に関する事項

7 司法研究の企画及び実施に関する事項

第5条資料課においては，次の事務をつかさどる、 ．

l 研修及び修習に必要な資料の収災、編築，整備及び配布に関する事項

2 教材及び識義案の綿災，綱蔚及び配布に関する事項

3 司法研究報告書の刊行に関する事項

4 司法研修所論難等の刊行に関する事項

5 図杏の収集，保管‘閲覧等に関する班項

第6条龍務局長において必要と認めたときは、一の課に属する事務を適宜他の課にお

いて処理させることができる”

（原文は蝋啓き｝

5 司法修習生に関する規則|昭和23年8月18日施行｝、最高裁判所規則第15号｜

改正昭和27般高裁判所規I!ﾘ第22号，昭和45第13号，

平成ll第1号、平成12第1号

第1章総 則

第1条司法研修所長は，修習の全期間を通じて．修習に関しては、 司法修習生を統轄

する。

) ､塊2条司法修習生は．般高裁判所の許可を．受けなければ,公務員となI)､又は他の職
一 業に就き，若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第3条司法修習生は．修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない．

第2章修 習

第4条司法修習生の修習については，高い識見と円満な常識を養い，法律に関する理

論と実務を身につけ，裁判官，検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を肺えるよ

うに努めなければならない．

第5条司法修習生は，修習期間の中，少なくとも， 6箇月は裁判所で、 3箇月は検察

庁で， 3箇月は弁設士会で実務を修習しなければなら宛い、

前項の実務修習の時期及び場所は．司法研修所長が， これを定める。

第6条司法修習生が病気その他の正当な理由によって修習しなかった70日以内の期間

は, これを修習した期間とみなす， （職鯛識幽岬鍜剛）
第7条実務修習は， 司法研修所長が．地方裁判所．地方検察庁又は弁護士会に委託し

て． これを行わしめる‘

司法研修所長は，前項の実務修習を高等裁判所又は高等検察庁に委託して行わしめ

ることができる。

’ 司法研修所長は．第1項の規定によI)弁謹士会に実務修習を委託する場合には． 日

本弁護士連合会にその旨の通知をしなければならない。

第8条最高裁判所は；実務修習の間、司法修習生に対する監督を高等裁判所長官．地

方裁判所長，検事長，検事正又は弁護士会長に委託する。

第9条実務修習の委託を受けた商等裁判所，地方裁判所、高等検察庁，地方検察庁及

び弁謹士会は，常に司法研修所と緊密な連絡を保ち．適当な修習をさせるように留意

しなければならない｡・

司法研修所は，商等裁判所、地方裁判所．商等検察庁，地方検察庁及び弁護士会の

修習の担当者を召集して．修習に関し協議を行うことができる“

－20－ －21－



司法修習生の給与に閲す-る規則司法昨習生に側する規Hリ

第7条第3項の規定は、前項の規定により協識を行う場合に準用する。 2 成年被後見人又は被保佐人

第10条実獅'姦習の委託を受けた高等栽判所の長官，地方裁判所の所長、高等検察庁の 3破産者で復権を得ない者

検事長地方検察庁の検事正及び弁擢士会の会長は，実務修習を終えた際．修習事項 第18条最商裁判所は， 司法修習生に左の事由があると認めるときは． これを罷免する

の大要，成緬，行状その他参考と薮る蛎項を司法研修所長に報告しなければならない。 ことができる。

l 品位を辱める行状があったとき第11条司法研修所は， この規則に定めるものの外，修習に関して必要な事項を定める
2 修習の態度が著しく不真面目なときことができる。

3 成綴不良で修習の見込みがないとき
高等裁判所，地方裁判所、高等検察庁，地方検察庁及び弁護士会は， この規則に定

4 病気のため修習に堪えないとき
めるもの又は司法研修所が前項の規定によ.って定めるものの外、 それぞれ各庁又は各

5 本人から願出があったとき

会における修習に関して必要な躯項を定めることができる。 、 i ､←"第l9条司法研修所長は. 司法修習生に前2条の各号に当る事由があると認めるときは．
高等裁判所長官地方裁判所長，検事長，検事正及び弁溌土会長は，前項の事項を

これを般寓裁判所に報告しなければならない。
定めたときは、 これを司法研修所長に報告しなければならない。

高等裁判所長官，地方裁判所長、検事長．検事正及び弁溌士会長は．監将の委託を

受けた司法修習生に，前2条の各・号に当る事由があると認めるときは．司法研修所擬

を経て、 これを股高裁判所に報告しなければならない。
（原文は樅沸き）

第3章考 試

第12条裁判所法第67条節1項の試験を行うため，股間裁判所に司法修習生考試委員会

（以下委員会という。） を常髄する。

委員会は，委員長及び委員若干名でこれを組織し，委員長がその事務を掌理する．

委員長は．最高裁判所長官を以てこれに充て．委員は，裁判官，検察官、司法研修

所教官，弁護士その他適当な者の中から，最商裁判所が， これを委嘱する．

委員会に諜記を置く。

¥12条の2 燈高裁判所は、特に必要かあると認めるときは．考査委貝を委嘱す-ること

ができる。

考交委員は．考試の実施に関し、委風長が特に命じた事務を行なう

第13条司法研修所長は、考試の前に．修習の成紙を委員会に報告しなければならない

前項の報告には，第10条により商等裁判所長官、地方裁判所長．検事長，検事正及

び弁護士会長の提出した実務修習に関する報告聾を添附しなければならない。

第14条委員会は．裁判．検察及び弁誰士JI;務の実務その他必要な事項について考試を

行う。

第13条考試の方法及び期日は，委貝会がこれを定める。

第15条委員会は，司法研修所長が報告した修習成統と考試の結果によって、合格、不

合格を定め．委員長は， これを岐高裁判所に報告しなければならない。

司法修習生の給与に関する規則|駕識鵠蝦鶴｜
改正昭和55簸高裁判所規則第9号，昭和56第7号、

昭和58第4号、昭和59第7号、昭和60第4号、

昭和61第7号、昭和62第10号．昭和63"l号，

第7号，平成元第3号．平成2第7号，平成3

第5号．平成4第10号，平成5第5号．平成6

第10号，平成7第5号，平成8第9号，平成9

第10号，平成10第4号，平成ll第8号，平成l4

"ll号，平成15第18号

6

I
一

第1条司法修習生の給与月額は． 202.900円とする。

第2条紋判官の報酬等に関する法律（昭和23年法律第75号）第4条から第7条までの

規定は， 司法修習生の給与について準用する。

第3条司法修習生には，第1条に規定する給与のほか、一般職の国家公務風の例に雛

じて，扶稚手当，調擬手当．住居手当，通勤手当．期末手当及び勤勉手当を支給する。

第4条司法修習生で常勤の国家公務員の職を兼ねるものには， 司法修習生として受け

るべき給与は，支給しない。

（原虻は縦榔き｝

第4章罷 免

第17条司法修習生で次の各号のいずれかに該当する者は、 これを罷免する“

1 禁鋼以上の刑に処せられた者

－23－一・)ウーーー
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司法條習生の蝿伸等に腿－3=る蝿院
画】法擁習生の旭作等に関す-る蝿将

フ 司法修習生の規律等に関する規程蝿瀧溺銀樗｜
改正昭和29司法研修所規程第2号，昭和51"l号，
平成2第1号

（身分証明評）

第1条司法修習生は， 司法研賂所長より身分証明鍔の交付を受け，常にこれを携裕し
ていなければならない。

2 身分証明書を失い又は汚扱したときは,直ちに､その再交付を求めなければならない、
3 司法修習生の身分を失ったときは． 繭ちに．身分誠明稗を返さなければならない。
（身上に関する届出）

第2条司法修習生は， その身分を取得した後， 直ちに、 司法研修所長に対し， その定
める橡式にしたがって身上に関する届出をしなければならない,、転籍，婚姻，氏名の
変史．扶養家族の増減等身上に変動があったときも同様である。

2 裁判所，検察庁又は弁識士会における実務修習中身上に変動があったときは．前項
の届出は， その長を経てするものとする←

（住所に関する届出）

第3条司法修習生は， 入所した後．直ちに， その住所を司法研修所長に届け出なけれ
ばむらない。住所を変更したときも．同様である。

2 裁判所，検察庁又は弁護士会における実務修習中は．前項に雌じ， その長に住所に
関する届出をしなければならない

3 前項の届出を受けた検察庁又は弁遡士会の長は， これを地方故判所長に通知するも
のとする。

（旅行に関する届出等）

第4条司法修習生は．宿泊を要す-る内国旅行をしようとするときは． あらかじめ司法
研修所長に届け出なければならない。 ただし．裁判所，検察庁又は弁護士会における
実務修習中は， その長に届け出れば足りる。

2 司法修習生は．外国旅行をしようとするときは、 司法研鯵所長の承認を受けなけれ、
ばならない。

3 前項の承認を受けようとする者は． 司法研修所長に対し、 その定める様式の承認申
請番を提出しなければならをい・ この場合において． その者が，裁判所，検察庁又は
弁護士会における実務修習中であるときは． その長を経て承認申講評を提出し蜜けれ
ばならない、

〈欠席の承認）

第5条司法修習生は，病気その他の覗由により修習することができないときは，予め

司法研修所長にその事由を附して欠席の承認を求めなければならない。但し、裁判所，

検察庁又は弁護士会における実務修習中は， その長に対してすれば足りる。

2 病気，災害その他やむを得ない邪曲により、前項の規定によることができなかった

場合には，遅滞なくその理由を附して，欠席の承認を求めなければならない。

3 欠席が6日以上にわたるときは，医師の証明護その他修習することができない事由
を十分に明らかにする涛而を提出しなければならない。

4 第1， 2項の場合において，承認を求められた裁判所，検察庁又は弁雄士会の長は．

その結果を司法研修所長に通知するものとする。

（健康管理）

一-第6条司法修習生は，司法研悠所．裁判所又は検察庁において実施される健康診断を
受けなければならない。

（兼職等の許可申請）

第7条司法修習生に関する規則第2条の規定により最高裁判所の許可を受けようとす

るときは． その申請書を司法研修所長に提出しなければならない．但し，裁判所，検

察庁又は弁護士会における実務修習中は． その長を綴て司法研催所長に提出するもの
とする。

第8条司法修習生は，司法修習生に関する規則第2条に規定する場合を除く外．司法

研修所長の許可を受けなければ、修習に支障を生ずる廓のある学難その他の業務に就
くことができない．

2 裁判所，検察庁又は弁謹士会における実務修習中前項の許可を受けようとするとき
は． その長を経て申請するものとする．

〈腺文は樋寄き）

（参考様式） （網注1剛紙はA4硬眠

その1

I

I

1 唖

〃）ー『． 庫

’
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司法艤習生の規律等に関する蝿幟
iil法條習生のバッジに閲する規程

その2
その4

住所変更届 欠席承認願 1

平成年月 日
平成年月 l]司法研修所長殿

司法研修所長殿
平成 年度採用（第 期）

司法修習生（ 組 配属）

氏名 ⑨

下記のとおり住所を変更しましたので，お届けします。
記

旧住所

新住所

郵便播号（ ）電話（ ）

平成 年度採用（第 期）

司法修習生（ 組 配嘱）

’ 氏名

下記の膳お‘)欠'総t蝋了'承認してくだき､､。
、&シ

記

｜ 」 欠席月日 月 日 （ 珊日）
’ 2事 由

（具体的に）

1 3 添付書類

i 4 連絡先

⑳へ
刈
画
羽
咋
ｆ
〆

。
■
０
■
Ｉ
Ａ
１
ｒ

▲
０
ｑ
’
１
Ａ
■
ｑ
勺
‐
９
ム
ー
ト
■
■
日
日
ｒ
日
日
■
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ｕ
１
０
６
１
ｆ
Ｉ
ｏ
ｐ
６
ワ
■
■
■
。
△
■

その3

旅 行 届I

＆ 司法修習生のバｯジに関する規程{蕊燕鶚懇鶴i
第1条司法修習生は， この規穰に定める（．:,ジをつけるものとする．

2 前項の（､ソジの形状及び制式は，附図のとお!)とする。

第2条前条のバッジは．交付する。

2 司法修習生がその身分を失ったときは、すみやかにバッジを返納しだければならな

いc

（倣文は蹴杏き）

（附図）

パ･ソジの形状

’ 平成年月 日 i
司法研修所長殿

平成 年度採用（第 期）

司法修習生（ 組 配属）

氏名 ⑳

下記のとおり旅行しますので，お届けします。
1

1
記

｜ ’ 旅行期間平成 年 月 日 （ ‘侭日)から
平成 年 月 日 ( 1IM日） まで

Ｉ‐１１１ I
ﾇI

j ・・一

’
日間

2 旅行先

ヨ篭ｲ鯉
(mi) 1 外国旅行のﾙ合は外国旅行承翌申請番による。

2 欠脂を伴う場合は欠聡承認願を別途提出する。

－Z6－
二27－



司法催習生に側寸･る規則第6兼の運用について

バッジの制式

司法條習生の実務施習中における外国旅行承腿申謂の手鏡について

要しない日とされている場合であっても，痛気その他この日に修習できない事傭があ

るときは，欠席として扱われる＠ したがって，数日にわたる欠席期間中に自由研究等

の日があっても， 欠席日数の計算上控除されない‘

10司法修習生の実務修習中における外国旅行承認申請の手続について

配
土
生
設
習
弁
催
・
誰
蛭
号
糠
的
庁
７
察
第
検
知

聡
鋤
麺

司
．
所

日
長
修

路
所
研

月
判
法

肥
裁
司

年
方
て

２
地
あ

成
の
長

平
属
会Ｉ

1 改正平{1 . 10. 1 (両｣法研修所長通知）

平6. 12. 15 (m

平成2年司法研修所規程第1号による改正後の司法修習生の規律等に関する規程（昭

和28年司法研修所規程第1号）第4条第3項に規定する標記の手続を下記のとお!)定め

ましたので，平成3年1月10日からこれによってください。

なお､昭和61年7月10日付け司研総第$l31号司法研修所長通知「司法修習生の実務修

習中における外国旅行許可願の手続について」は、廃止します？

記

l 司法修習生の規律等に関する規程第4条第3項に規定する様式は，別紙様式のとお
りとするh

2実務修習庁会の長は，提出された外国旅行承認申請書を，実務修習に対する支障の

有無の意見を付し，旅行期間中の修習日礎を添えた上，実務修習地の地方裁判所長を
経由して， 司法研修所長に送付する。

9 司法修習生に関する規則第6条の運用について

配
士
生
護
習
弁
修
、
法
証
司
１
号
秩
獅
溺
第
検
知

企
方
通

研
地
長

司
、
所

日
長
修

理
所
研

月
判
法

哩
裁
司

年
方
て

銘
地
あ

和
の
長

昭
属
会

改正平4． 4. 13 (司法研修所長通知）
平7． 8． 1 （同

平ll. 3． 18 (同 ）

漂記の運用について下記のとおり定めましたから． 司法修習生の欠席日数の算出は、
これによってください。

なお, ft庁会で修習中の司法修習生にこの趣旨を周知させてください‘
記

l 司法修習生に関する規則（昭和23年般勘裁判所規､ﾘ第15.号）第6条に規定する70日
以内の期間の計算においては，次の(1)から(3)までに掲げる日を含めないこととし． こ
孔らの日以外の日に修習できない場合を欠席とする。
(1) 日曜日及び土曜日

（2） 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 修習をしなかった期間は．欠席日数の合計により算出する。

3 欠席が正当な理由によるかどうかは．一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法
律（平成6年法律第33号）第18条及び第19条の規定に準じて． その都度司法研修所長
又は実務修習庁会の長が判断するものとする｡

4 1の(1)から(3)までに掲げる日以外の日は， 自宅起案B, 自由研究日 （いわゆる夏期
の休暇を含む。 ）その他の修習指導担当者の修習のための指示により出勤することを

I
一

－28－
－29－

地質 大き さ
表 面

織 内 部

裏面及

び側面

銀
（
七
宝
入
〉

上ノ4.長さ 1.0糎
'幅 0.35糎

右片

下片

糎
糎３

７
２

●
■

０
０

さ長
幅

_長さ 0.95"
幅 0．3鞭

銀

上片紺色

右片赤色

下片白色

銀



司法修習生の規律毎に関寸･る規程第4条第1頂の運用等について

(別紙様式） （縄抄〉 月J紙はA4鯉辰

司法催習生指導要綱

う移動をする場合には，旅行届を要するものとし， これ以外の移動については，旅行
届を要しないものとする。

2 司法修習生が， 1に定める地域内に居る場合は．修習ができる状態にあるものとす
る。 したがって、 この描合には自由研究日の欠席ということはない．

3 司法修習生が，届出を要する旅行をする場合において， その旅行期間中に自由研究
日が含まれるときは,その日は欠麻とする （昭和63年12月22日付け司研企第397号司法
研修所長通知「司法修習生に関する規則第6条の連用について」記4参照) ．ただし．
出発の日又は帰精の日が． 自由研究Rである場合には、 その日は欠席としない．

外腫l旅行承認申謂惑

司法研修所長殿

平成 年度採用

司法修習生（

氏名

I 下記のとおり外国旅行をしたいので、承認して〈
記

’ 1 旅行先

’ 2 9 的 ア新婚旅行， イ観光． ウそ
’ 3 期 間 平成 年 月 lョ （ 暇

平成 年 月 H ( BM

修習内容（前期・民事裁判・刑事裁判・検察
’ 4 旅行日程 別紙のとおl)

| ヨ 同行者

| ､…“
7 経 費 ア私 YY

イ 団体等から援助を受ける。
（団体名

I (&) (')旅行先にはmf(又は地域名’ を記鞍する．
（2） 2及び7については赦当項目をCで囲む。
（3） 旅行日髭（祁市名辱記戦） を作成添付す．る，

平成 年度採用

ア新婚旅行， イ観光， ウそ

１

■
０
１
１
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
ｉ
Ｉ
７
ｌ
Ｉ
９
Ｉ
Ｉ
ｌ
－
ｌ
ｌ
ｌ
４
Ｉ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
０
ｈ
９
７
‐
１
１

平成年 月 日

（第 期）

司法修習生（ 組・修習地

氏名

したいので、承認してください．

記

）

②

I
’ ん ’一

12 司法修習生指導要綱

１
１
１

１ |萎撫議鰯撫辮ﾉ轆蕊iの他（

平成 年 月 lヨ （ 暇日）から1
平成 年 月 H ( 曜日） までI

(前期・民事裁判・刑事裁判・検察・弁護．後期）
別紙のとおり

日間

第1章総 則

第2章各 MII

第1節裁 判

第2節検 察

第3節弁 護

第4節司法研修所における共通科目

第5節その他の修習

第1章総 則

Ｉ

０
Ｕ
Ｉ
Ｌ
■
■
ａ
９
ｌ
ｊ
ｊ
４
ｆ
ｌ
ｄ
０
ｇ
０
＆
■
１
■
■
■
■
１
，

９
１
４
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｔ
１
８
ｒ
“
Ｉ
ｌ
６
０
４
ｊ
０
凸
０
Ｋ
リ
ト
ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｈ
７
ｆ
↓
’
１
６
９
１
０
’
５
１
－
１
１
１

１

第1 司法修習生の修習については．学識の深化及びその実務への応用を図るとともに、
一般教養を重視し、法蒋となるにふさわい､品位と能力を備え、 その社会的使命を
自覚させるように指導する．

指導は，実務に関する知識・技能を修得させることを中心としつつ．法曹として
の高い識見と職業意識を身に付け，社会に対する広い視野と柔軟な思考力を備えさ
せるため，法曹倫理等の修得を図るとともに，現実の社会に存在する多様な法的ニ
ーズについての基本的な情報を提供し，法が対象としている社会の爽紺に触れさせ
る機会を付与するものとする。

第2 司法修習生の1年6箇月間の修習は，次の順序により行う。
l 司法研修所における前期修習（3箇月間）

2 修習を委託された裁判所，検察庁及び弁護士会（以下「配属庁会」という。）に
おける実務修習（1年間）

L

1－11 司法修習生の規律等に関する規程第4条第1項の運用等について

｜鑿蕊撚繍譲雛鯵辮､
司法研修所における前期修習及び後期修習の期間中の標記の運用等について．下記の
とおり取り扱うことにしましたから，参考までにお知らせします。

記

l 司法修習生が、司法研修所を中心とする半径50キロメートルの地域外への宿泊を伴

－30－
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3 司法研修所における後期修習（3箇月間）

第3 前期修習は実務に関する基本的知識の修得を，実務修習は裁判，検察及び弁護の
各実務の体得を． 後期修習は修習の総仕上げ没び全般的な調整を． それぞれ主眼と
して指導する。

第4 司法研修所における修習においては，次の点に留意する．

l 科目間の連携を図り．有機的関連性を商めるように配胆し，科目間の連絡調繁
を密にする．

2 班別討論等により， 司法修習生が恢極的．主体的に修習に取り組むように配感

するとともに． きめ細かい指導をするように工夫する、

第5 司法研修所は．海年適当な時期に． 各配属庁会の指蝉担当者を招集して司法修習

生指導担当者協議会を開き． 司法修習41畠の修習指導の運営に関する事項について協
議を行う。

第6 配属庁会は．指導に関して相互に連絡を取り， また． 司法研修所と緊密な連絡を

保つため、配属地ごとに司法修習生指導述絡委員会を設ける。

司法修習生指導連絡委貝会は．修習の効果を挙げるため，修習の内容，修習の順

rf，修習に関するMY用の使用方法， 見学の実施等について連絡協議する。

第7 司法研修所及び各配属庁会は， 司法研修所における修習と配属庁会における修習

との連挑及びその調繁について留意し，修習内容の概要を報告し合い． その重複を

避け，又は相互にその不I－分な点を補強1･るなど、有機的関連性を高めるように努
める‘，

司法研修所は、上記の目的のため，必要に応じて，関係配属庁会の指導担当者と
協譲会を開くことができる。

第8 司法修習生の指導に当たっては，牧官及び指導担当者は， 人格的接触による指導

を心掛け， また． 司法修習生のきたんのない希望，感想などを聴くように努め、常

に相互の理解のもとに修習の実を挙げるように留意する。

第9 各配属庁会は，本要綱の実施に当たり， その地の実傭に即して、適切妥当な指導
を行う。

1 指導目標

民事裁判実務の全般について(特に第一審訴訟手続を中心にして)．民事弁懇科目

との有機的な関連性に配慮しながら， その基本的な知識を修得させ．実務に即した

理論を学ばせる”

特に，民事裁判における要件事実及び噸実認定の基本を理解させるとともに、訴

訟運営の重要性を認識させる。

2 指導方法

(1)講義

修習記録等の教材を使用して，訴えの提起から判決の言渡しまでの認一群訴訟

手続の概要を，実体法上及び訴訟法上の問題を指摘しながら解説する。その''1で

は，訴訟物，主張立証責任等について基本的理解を得させ，弁論主義及び処分樅

主義の実務上果たす機能を認識させ．裁判の独立、適正かつ迅速な民事数判の実

現，事実認定，訴訟運営等裁判全般に関する重要問題について裁判官としての在

l)方及び心描えの修得に必要な指針を示すように努めるとともに．判決襟の作成

について一般的な理論と技術を指導する．

また．民事事件のほか，家事事件の理論及び実務についての基礎的知識を修得

させる。

（2） 起案及び講評

基本的な事項を問題とする修習記録等の教材を使用して、判決審等を起案させ、

これについて討論及び講評を行うなどの方法により． Jif実繋理及び無実認定等に

ついてその理論と技術を具体的に説明し， あわせて，躯実認定の重要性を認識さ

せるとともに、訴訟運営の在り方を修得させる。

（3） 問題研究

修習記録等の教材を使用して，第一稀訴訟手続において生ずる実体法上及び訴

訟法上の個別的な問題を取!)上げて研究させた上，討論及び講評を行うなと．の方

法により，民率裁判の理論及び実務についての理解を深めさせる。

B刑事裁判

l 指導目標

刑事裁判実務の全般について（特に第一審公判手続を中心にして)． その雌本的

な知識を修得させ，実務に即した理論を学ばせる。

特に，刑事訴訟手続の流れ，事実認定及び判決書作成の蝶本を理解きせるととも

に．訴訟運営の軍要性を認識させる。

2 指導方法

(1)講義

I

《ー

第2章各 則

第1節裁 判

各期における指導は，次の要領による‘

第1 司法研修所における前期修習期間

A民蛎裁判
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修習記録等の教材を使用して、公訴提起から判決宣告まて･の第一審公判手続の
概要を実務の立場から解税し、審理にﾘiたって特に考噸しなければならない訴因、
証拠等の諸問題を理解させるとともに, 'lll決響の作成に関する理論と技術を教え
るはか’刑事裁判機織の実際を明らかにし、裁判の独立，適正かつ迅速な刑事裁
判の実現等の重要な問題について・裁判官としての在l)方や心描えを理解するた
めに必要な指針を示す．

また，令状堺務，少年群判等の理論及び･爽務について蕊礎的知識を修得させる．
（2） 記録演習

修習記録を使用して． ､lf災認定上の問題を少人数のグﾙｰﾌﾟごとに検討させI
その結果をもとに全休で討縦を行わせるとともに，教官が指導する･ﾉｱ法により． ．‘ ‐-．
記録の読み方や証拠の評価等の琳実認定の雅本を修得さ.'4．る。

（3） 起案及び識評

基本的な問題を含む事件の修習記録を仙用して，判決番及び事実認定上の問題
点等を起案させ、できるだけ早期に， これについて討論及び講評を行うなどの方
法により、 判決排の作成の仕方を理解させるとともに，事実認定．特に供述の信
用性の判断方法や間接事実による認定の考え方を理解させることに亜点を識〈 二

（4） 問題研究

修習記録その他の教材を使用して．梛訟法上及び実体法上の諸間魎（最近の実
務上しばしば起こっている問題も含む｡）を取り上げ． 司法修習生相":に討論を行
わせ，教官が論点の所在及び考え方について指導する方法により実施する、

第2配属庁における実務修習期間
I 指導目標

司法研修所における前期修習を基礎として．裁判所における裁判実務の全般にわ
たり．具体的堺件の処理を通じて絃判官として必要な堆本的知識を修得させるとと
もに、裁判所における裁判実務の実情について理解を得させ、裁判官としての在'）

方及び心織えを体得するように指導する I
2 指導方法

計画的かつ統一的な指導を行い．実務修習の効果を挙げるため，次の要領に従っ
て，配属庁の実悩に応じた具体的な指導計画を作成する。

(1) 司法修習生を部に配脇するに当たっては、できる限り一つの部に同時に複数の
司法修習生を配属するように努める‘

（2） 司法修習生ができる限り複数の裁判官の指導を受けられるように配噸する。単
独事件のほか，合議事件についても修習させ，砺件の係腱状況によっては，他の
部の事件について修習させることも考慰する。

（3）指導計画の作成，各配属部間の連絡調整等を担当する全般的な指導担当の城判

官を修習指導官として定める。

（4） 各配属部の裁判官は．修習指灘官と適宜協議を行い， 各配属部間の指導の統一

を図るとともに，指導方法の研究及び向上に努める。

（5） 司法修習生が民事部に配属されている期間における刑事哉判修習，刑事部に配

属されている期IHIにおける民耶靴判修習についても、配胴庁の実情に応じて機能

的に対処できるように配慮する“

3 指導の範囲及び方針

（1）指導に当たっては， 司法研修所における修習と連携し、 その性質上司法研修所

において十分な指沸をすることか困難なもの（例えば．訴訟運営，事実忍定，鼠

刑，尋問技術等）について研究させることに亜点を識き、判決の起案に偏ること

のないように配服する‘

（2） 民事裁判においては通常訴訟の第一審事件を．刑事裁判においては通常第一瀞

躯件を中心として，実務上比較的多く見受けられる躯案を選択して修謝させるよ

うにする。

（3）指導の具体的内容としては． 放判官の立場に立って, Iel#裁判においては口頭

弁論を．刑事裁判においては公判を傍聴させるほか、聯前雄備，争点及び証拠の

雛理手続．和解，期R外の証人尋問、検証等の手続にもできるだけ立ち会う機会

を設け， また．合議を傍聴させるなと'して裁判の実情をi貞接理解できるように配

慮するとともに，理論的な研究に偏ることな< , #IF案の実傭に即した適正妥当な

栽判の実現についての方策を学ばせるようにする．

（4）指導に当たっては，司法修習生に対し、随時発問して愈見を述べさせ、 司法修

習生からの哲間に応答する機会をできるだけ設けるなと'して． 司法修習生の械極

的， 主体的取組を引き出すように配慮する。

また．配属庁の実情に応じて、実務修習の趣旨に即した適当な方法．例えば6

模擬裁判，判例研究，問題研究（司法修習生の提出した問題を対象としたものも
含む｡）等による合同修習の機会を設けるよ．〉に配慮する≦

（5） その他

ア民事裁判においては民事保全事件，民事執行事件，倒産事件等． ルリ,鞭裁判に

おいては令状事件等についても，配属庁の実情に応じて，傍聴，識義， 見学そ

の他適当な方法により．一般的，艦礎的知識を修得させるように配噸する．

イ家庭裁判所における家事事件及び少年事件（両者を通じ．原則としてル1日

間）についても，傍聴，講義，見学その他適当な方法によ!)，実務の躯件処理
の実情を理解させるようにする､

－3，1－
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ウ裁判官以外の裁判所職員の辨務についても．講義．見学等を実施し、裁判所 っ社会正義を実現し、我が国社会の安全と公正を守るという検察官の電婆な使命
全体の機構と活動状況を理解させるように努める。特に、調啓作成事務や審理 と役割を理解させる。
充実事務等の裁判所書記官事務についての実情を理解させるように配慮する。 （2）起案及び講評

第3 司法研修所における後期催習期IHI 事実の認定．法律の適用について基本的な問題点を含み． しかも検察実勝|f取
l 指導目標 ’)扱うことの多い塀件に関する修潤記録を使用して．捜在方針，事件処理及び立
配属庁における実務修習の後を受け、各配属庁における実備の通いから生ずる修 証方針等を判断させ．捜査方針については勾留講求の璃否に関して検討したり噸
習の不均衡を調雛し・総合的な修習指導をして， その股後の仕上げを期する、 等を．事件処理については起訴状又は不起訴裁定書とともに． 当該礪件の処分に
2指導方法 際し，事実の認定．法律の適用及び情状に関して考眼した問巡点とその結論及び

A民事裁判 思考過程を，立証方針等については証拠雛理に関して検討した事項等を， それぞ
起案及び徽評並びに問迦研究等を中心として.前期修習の場合に準じて指導すルー“ れ起案させる。
る。

討論及び講評においては，証拠の収築，証拠に基づく蛎実認定．法律適用及び

特に、事案の見方・法律柵成の妥当性，証拠の価値判断， それに基づく事実認 公判立会の各手法を修得させるとともに， す､案に対する通ll渓当な判断力をかん
定及び結論の妥当性、訴訟運営の在I)方等について考慮を払い． よI)高度の能力 養させ，かつ、起訴便宜主義の刑事政策的意義及び公判における検察官の活勅の
を養うように指導する。 頭要怖を理解させるように指導する．

使用する修習記録等は．前期修習及び実務修習の成果を勘案しつつ．上記の指 （3） 問題研究
弊目標にふさわしいものを選ぶように努める． 修習記録．設例等を教材として使用して．実体法上及びi沸訟法上の諸問題につ
B刑事裁判 いて研究させた上，討論及び講評を行-)などの方法により．問題点の把握及び老
起案及び灘評並びに問題研究を主眼として、前期修習の場合に準じて指導する” え方について指導する‘
起案に使用する事件は．前期修習の場合に比べ． より複雑困難なものを選び、 第2配属庁における実務修習期間
既に修得した知識に基づき， 自己の判断により事件を処理する能力を菱うように 1 指導目標
指導する．

司法研修所における前期修習を韮礎として．検察庁における検察実務の実体を体

第2節検 察 得させて検察に対する理解を深めさせるとともに．実際の喉件の捜査・処理地び公

判活動を通じ、検察官として必要な心職えを体得させることを目標とする”

瀞期における指導は、次の要領による。 2指導方法

第1 司法研修所における前期修習期llll 配属庁は．指導担当検察官を定め． ‐-.定の指導計画のもとにその指導に当たる<
1 指導目標 I また,各検察庁の実悩に応じて.指導担当検察官以外の検察官を活用し, その検
検察実務に関する基本的知識を修得させるととも･に．実務に即した理論について ．』 ‐ 察官が取り扱う事件についても．指導扣当検察官との迦鵬のもとに、 司法修習唯に
の研究を指導し，併せて検察の使命と役割を理解させる． 適宜修習させ、指導することができる。
2 指導方法

3 指導の範囲及び方針
（1） 講義

(1)指導に当たっては． 両l法研修所における修習と連携し､ その性質上司法研悠所

検察講義案を教材として、検察制度の沿革，検察の機構、検察事務等について において十分な指導をすることが困難なもの，すなｵつち実際の事件の捜査．処理、
概括的説明を行い、検察全般にわたる知識を修得させた上、修習記録等を併用し 公判立会その他の検察事務等について，検察官として必要な理解を得させること
ながら，刑事手続（捜査，蝶件処理， 公判等）及び刑事手続以外の分野における を主眼とし． その際．単なる技術的指導にとどまらず、検察官として必要な心俄
検察官の活動等について具体的に解説し， その中で．基本的人椛")擁溌に努めつ えを体得させることを心掛ける“

－％6－ －37－



画j法僻習生捕導婆棡 同l法催習主指導要姻

（2）実際の事件の捜炎・処理は．刑法犯を主とし、 なるべく各祇罪名にわたる在宅
事件及び身柄事件を処理させることに配服し， その際，検視，検証、実況見分，
捜索，篭押え．取調べ等の要領を修得させながら、蛎件処分の手法を指導する。
（3）事件の捜査については，取調技術，主漉犯罪捜交の要領，証拠収鵬方法，捜炎
諜類作成の要領を中心に指蝋する，

（4）事件の処理については，事件の其相の把握、見通しの体得，証拠の価値判断，
起訴・不起訴処分決定の基準の体得，蛎件報告の要領等を重点として指導し、検
察官として必要である迅速な決断力と円満妥当な判断力等を擬成体得させること
を主眼と寸一る。

｛5, 公判の立会については.検察官として公判に臨む心概え.態度等について理解X
きせた上，提出証拠の整理，証拠等関係カードの作成． 回頭陳述評の起案，論告

要旨の起案等をさせ． あるいは祇人尋問技術について指導し， もって公判立会の

要領を修得させるとともに、 これを通じて検察官の公判における活動の重要性を
認識させる。

（6） その他・検察機柵全般の有機的橘動の実体を理解させるため，次のことを行う。
ア捜盗、蛎件処理及び公判立会の実務について，赫義、研究会等を行う．

イ 証拠品、令状、執行等の検務'lf務全般について、講義， 見学その他適当な方
法によりその取扱いを理解させる．

ウ腎察，刑務所等に対する指揮及び連絡，裁判所及び弁謹人との連絡，上級検
察庁に対する報告，他検察庁との共助等について，適宜その要領を指導する。

エ捜森・ 公判における機動的，広域的検察橘動について，適宜その実体を理解
させる。

第3 司法研修所における後期修習期間

】 指導目標

検察実務に関する総合的指導を行い． その汲後の仕上げを期する。

』 指導方法 ‘｛
蕊義、悠習記録に基づく起案及び講評，設例等に基つ･〈実体法上及び訴訟法上の
諸問題の研究討論を主とし、前期修習の場合に準じて指導する。

使用する修習記録等は，前期修習及び実務修習の成果を勘案しつつ，検察修習の
総仕上げにふさわしいものを選ぶ．

第3節弁 謹

とを目標とする。 また，弁護士制度，弁謹土倫理弁護士会の活動及び弁弧士の公益的

活動について理解きせるとともに，社会経済の愛化に対応した多様な法分野に関する視

点を持たせる．

各期における指導は，次の要領による。

第1 司法研修所における前期修習期IMI

A民事弁護

l 指導目標

民事訴訟手統（民事保全及び民蛎執行を含む｡）の概要と躯件の受任から権利の実

現に至るまでの弁護士の役割を理解させた上，民事裁判科目との有機的な連携のも

とに訴訟代理人の訴訟活勁に関する基本的知識を修得させる。

また，現実の社会に存在する多様な法的ニーズにこたえるため．訴訟以外の場に

おいて弁磯士が果たすべき役割を認識させるとともに、 その活動内容を理解させ、

民事弁謹に対する関心を深めさせる．

2 指導方法

（]） 講義

各種教材を使用して，民事訴訟手続の進展経過を訴訟代理人の立場から解説寸一

る。その中で，弁護士としての在り方や心構えについての認識を持たせるととも

に，訴訟物，主張立証責任等の実際的意義を理解させ，訴状．答弁撫，瀧備諜面，

民事保全申立書等の起案や主張立証等の訴訟代理人としての訴訟活勤についての

一般的な理論と技術を説明し、峰得させる。

訴訟事件以外の民IIF弁護実務を紹介し， その多様性と弁謹士が現代社会におい

て果たすべき役割の亜要性を理解させる‘

（2）起案及び講評

修習記録等の教材を使用して、訴状．答弁評．準備書面．民半保全申立評その

他の法律文濟を起案きせ、 これについて討論及び講評を行うなどの方法により．

事実の把握．法律総成の選択とその主張方法・表現方法についての理論と技術を

具体的に説明し，法律文書作成の実務を理解させる。

（3）演習

各弧教材を使用して．実体法上及び訴訟法上の問題点並びに事案の処理方針等

についてあらかじめ研究，討論させた上，講評を加えるなどの方法により指導す

る。

（4）特別蕊義

外部灘師等の講義・傾習に上り．民事弁繊に関する多様な法分野及び諸制度に

ついての基本的な知識を修得させる。

一

弁護修習においては，民蛎及び刑事に関する弁懇実務の基本的な理論と技術を修得さ
せるとともに．、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁謹士の使命を理解させるこ

－38－
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B刑邪弁護

1 指導目標

刑事手続（少年事件を含む｡）における弁護士の職漬とその亜要性を理解させると

ともに，適正手続の理念にのっとった弁謹活!肋の基本的な知識と技術を修得させる。
2 指導方法

(1) 講義

捜壷及び公判の進展過程並びにその各段階で必要な弁磯活勤の概要を実務の立

場から解説し､被疑者及び破告人の弁譲人依頼椎，捜査・公判手続並びに証拠法

上の問題点を把握させるとともに．弁護士の使命と職責を理解させる、 ：《
（2） 起案及び講評

修習記録等の教材を使用して，弁論要旨等を起案させ．討論及び識評を行うな

と'の方法により，弁論の栂成，証拠の分析と評価の手法等について指導寸一るとと
もに、書面の作成方法を修得させる．

（3） 問題研究

各砿教材を使用して、訴訟法上及び実体法上の問題点並びに具体的な弁鍍活動
の方法等についてあらかじめ研究させて， その結果を提出させ， これに艦づいて
討論及び講評を行う．

（4） 演習

各種教材を使用して．捜森・公判の各手統における弁護人の活動についてあら

かじめ研究させ． その結果を報告させた上、討論及び講評を行うことによr),法

律上の問題点や実務上の留意事項等を修得させるとともに，討論技術を高めさせ
る，

（5） 特別講義

特定の分野．例えば，弁泄士倫理， 当播弁溌士制度などの弁謹土会活動などに

ついては、外部講師等による講義を含め，適宜の方法により指導する．

第2 配属会における実務修習期間 ！.《
1 指導目標

司法研修所における前期催習を基礎として，具体的事件の処理を通じて，民事及

び刑事弁護の全般にわたり．弁護士として必要な基本的知識と技術を体得させると

ともに，弁護士の使命，職漬及び職務についての理解を深めさせる。
2 指導方法

(1)弁護実務修習は，主として．配属会が選任した個別指灘担当弁護士（以下「担

当弁護士」 という。）の指導による。担当弁謹士は、具体的事件について．訴状．

弁論要旨等の法律文蒋を起案させて指導し， また、法廷内外の活動その他の事件

処理に立ち会わせてその問題点について解説するなどして，弁遥実務の実情を体

験的に理解させるように努める。

（2）各配屈会の司法催習委員会は，修習内容")質的及び:職的な調整を図るため，得

配属会の実情に応じ適宜講義，討論及び模擬裁判等の合同修習を行う“

（3） 各配属会の司法條習委員会と担当弁識士は，緊密に連絡協議し､指導方法の研

究及び向上に努める。

3指導の方針及び範囲

(I)指導に当たっては． 司法研修所における修習と連枇するとともに．民事弁發と

刑事弁護の修習を適切に配分し，具体的な事件処理に関与させ， きまざまな分野
,且ダダ

における弁溌実務を体得させるように努める。

（2）指導の範囲は、上記の指導目標，指導方法に留意しつつ、配属会及び担当弁灘

士の実惜に応じて、弁護士倫理のほか． おおむね次の事項について、 司法修習委

員会及び担当弁護士が適宜定める。

A民砺弁護

ア民事保全，民事執行を含む訴訟活動

イ 民覗調停．家事調停，審判等における活動

ウ法律相談．交渉．契約書起案，倒産処理等の訴訟外活動

B刑事弁護

ア起訴前弁渡活動（接見交通等を含む｡）

イ 第一審・上訴群公判における弁謹活動

ウ刑3再ﾘ卑件における各種書面の起案

エ少年事件における付添人活動

第3 司法研修所における綾期修習期間

1 指導目標

弁護実務の基本的な理論と実務に関する理解を深めて定蒲させるとともに．法律

実務家としての活動開始を目前に控えだ司法修習生に対し、弁護士の使命と職寅を

十分に認織させ， その職務の進行に必要な能力を蕊成す-るため，総合的な指導を行

う．

2指導方法

A民事弁溌

前期修習の場合に鋤じて，講義，起案及び講評，淡習等の方法により指導する。

特に、聯案の見方，処理方針の選択、法律櫛成，主張立証活動．権利実現の手

段・方法等に考恵を払い． よ')高度な能力を養うように指導する．

使用する修習記録等は，前期修習及び実務修習の成果を勘案しつつ，民事弁迩

一.10－ －， ‘11－－
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修習の総仕上げにふさわしいものを選ぶ。
ら多角的に研究させる。

B刑事弁護
2 公判楓習

講義，演習，弁論要旨・控訴趣意書等の起案及び鱗評などによ')，前期修習期 修習記録による冒頭手続から判決の宣・告までの第一審公判手統の実浪，交互尋問
間の指導方法に準じて指導する。

等により．第一審公判手続の流れの基本を理解させるとともに，証人尋問等におけ
前期修習及び実務修習の成果を踏まえ． リド案の分析、証拠の評価，捜炎．公判 る尋問技術を修得させ，併せて裁判所の訴訟指揮について研究させる、

の各場面における弁謹活動について， より満度な実務能力を謎うように指弾する、 3 模擬裁判
第4節司法研憾所における共通科目 公訴提起から判決宣告までの第一審公判手続の実際を理解させ．併せて検察官及

び弁護人の活動．裁判所の訴訟指揮．事実認定等を研究させる‘

その性髄上，鮫判･検察及び弁繼におし､て共同して指導することによる成果が期待さL= 4 特別講義八る分野につも､て，共通科側として指導する，
外部講師等の講義によ') ．法医学．精神医学，震定等の刑事に関する周辺科学及

第l 戒判、検察及び弁護共通科目
び外国の刑覗司法制度についての基本的厳知識を修得させる．

縦判官，検察官及び弁難-tに共通する法蒋の背任と俊割，法曹倫理について，共
同して指導する。 第5節その他の修習

第2 裁判共通科I]
第1 司法研修所においては．一般教養について． 司法修習生が． その視野を広め． 1f

戒判官の城溌，役割，我判官から見た法曹の使命等について，民事裁判及び刑事 物の本質を把握し，商い識見と深い洞察力を養うように，人文科学、社会科学, rl
裁判において共同して指導する。

然科学等に関する講油，公共及び民間施設の見学．芸術の鑑↑t等を行う．
第3 弁護共通科目

第2 司法研修所においては、 司法修習生に，実務に関する幅広い知識を修得させると
弁餓士制度，弁設士倫理，弁談土会の活動，弁護士の公的活動等について，民事 ともに、 多様な法的ニーズに関する基本的な悩報を提供し｡ I隔広い法事象について
弁護及び刑事弁護において共同して指導する。

関心を持たせるため，行政法．労働法，倒産法．家躯少年関係法，知的財産権法．
第4 民事共通科目

独占禁止法，刑事政策，国際法、外国法等法律科目，薄記会計，心理学等に関する
1 共通講義

灘義等を行う。

第一審訴訟手続における裁判官と訴訟代理人の役割、民事訴訟における法曹倫理 第3 各配属庁会は， その地の実情に応じて．第1、第2の各項に準じて、識演．見学
等について，民事裁判及び民事弁謹において共同して指導する‘

等を行う。
2 特別識義

第4 各配属庁会は， その地の実情に応じて．司法修習生に対し，公共又は民間の施設
外部講師等の講義により．民事に関する多様な法分野及び諸制度に．ついての基本 等において， その活勅を見学ないし体験させるなと・の方法により．法が吋敷として
的な知識を修得させる。

（ '1 いる社会の実相に触れさせる機会を付与する。
3 共通波習 ′ ~

摸擬争点整理，交互尋問，模擬和解等の実施により．訴訟代理人の活動．裁判所
の訴訟指揮等を研究させ．併せて尋問技術を修得させる。 また，具体的な教材を基
に討論させるなどの方法により，民砺訴訟の実務処理上の問題点や民事訴訟におけ
る法曹倫理等について研究させ， その理解を深めさせる．
第5 刑率共通科目

1 共通問魎研究

刑事裁判において生起する共通の問題について．裁判．検察及び弁艘の各観点か

－．12－
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両j渋研修所いずみ蛎在塀準ﾛリ 司法昨習生の擁習終了稀数一覧表

司法修習生の修習終了者数一覧表'3司法研修所いずみ寮在寮準則|驍蛎§綿制定｜
哉判所の庁舎等の符理に関する規程（昭和43年最高裁判所規程第4号）第2条第4項
の委任に基づき，同規程第19条によ＝'て司法研修所いずみ寮在寮準則を次のとおり定め
る置

第1条この準則は， 司法研修所いずみ寮（以下｛寮」という。）が主として司法研修所
における研修・研究，催習をする者の研修等のための滞在の用に供するものであるこ
とにかんがみ，寮の笹理について必要な事項を定めるものとする。

第2条入寮を希望する者は． 入寮許可願を提出して，許可を受けなければならない 『I，
入寮の許可を受けた者（以下「在喪者｜ とい-)。）は．寮設澁の目的を達成するた

､七一

め・寮における秩序を維持し，適切な環境を保持するよう協力しなければなら家い。
第3条在寮者は，震設濡の目的を聯重し，他人の勉学．就寝を妨げ． その他他人の迷
惑となる行為をしてはならない。

第4条在察者は、 |''l限までに帰寮しなければならない。
来訪肴がある場合は，門限までに退出させなければならない。

第5条在寮者は、鵬会のため寮を使用する場合又は寮において文諜等を掲示する場合
には， その都度あらかじめ許可を受け塚･ければならない。

第6条在喪者は，常に防火に注意し，所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしては
ならない。

火災その他の災害に際しては，消防及び避難に協力し蜜ければならない．
第7条在寮者は、 その責に帰すべき覗由により，建物、附属設備．備品等を穀拙し，
又は滅失させたときは， これを原状に回復し， 又はその損害を賠傭しなければならな
いR

第8条在寮者は、寮係員が建物・附属設備，備品等の管理のため躍室に立ち入る必要
があるときは， これに協力しなければならない”

第9条この準則若しくは第10条に麟づき別に定める細Nﾘに違反したとき． 又は寮の管{､《
理上やむを得ない躯由があるときは，退寮させるこどができる。

･β 巳=一ヶ

第10条この準則の施行についての細Mﾘは，別に定める二

－郷一
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